
 

 介護休業給付金について 

受給資格は・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間雇用者（期間を定めて雇用される者）の方は、上記イ及びロに加え、休業開

始時において、次の要件に該当しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

イ 家族を介護するために、「介護休業」を取得した被保険者（※）である

こと。（※）被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいま

す。 

（ｲ）ここでいう「介護休業」とは、職場復帰を前提に取得するものを

いい、休業取得時に退職が確定（予定）している休業は支給の対

象となりません。 

（ﾛ）期間雇用者も支給対象となります。 

※ 同一の対象家族について、93日を限度に３回までに限り介護休業給付の支給対

象となります。 

ロ 介護休業を開始した日の前２年間に、賃金支払基礎日数が 11 日以上

ある完全月（※）が通算して 12 か月以上（原則、介護休業を開始した

日の前２年間に、賃金支払基礎日数が 11日以上必要。12か月ない場合

は、完全月で賃金の支払の基礎となった時間数が 80 時間以上の月を１

か月として取り扱うこととする）あること。 

（※） 過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことのある

方については、基本手当の受給資格決定や高年齢受給資格決定を受けた後のもの

に限ります。 

 

同一事業主のもとで介護休業開始予定日から起算して 93 日を経過する日

から６か月を経過する日までに、その労働契約（労働契約が更新される場

合にあっては、更新後のもの）が満了することが明らかでないこと。 

職場復帰 介護休業開始 

例示 

休業開始前２年間 支給対象 

賃金支払基礎日数 11日以上または、賃金の支払いの 

基礎となった時間数が 80時間以上ある月が 12か月 

 

３か月間 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護休業給付金は、以下の①および②を満たす介護休業について、同一の対象家族につ

いて 93 日を限度に３回までに限り支給されます。 

① 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、２週間以上※１にわたり常時

介護（歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること。）を必要とする状

態にある家族※２を、介護するための休業であること。 

※１ ここでいう「２週間以上」とは、対象介護休業の期間ではなく、対象家族が常時

介護を必要とする期間です。 

※２ 被保険者の、配偶者（事実上の婚姻関係と同様の状況の者を含む。）、父母（養父

母を含む。）、子（養子を含む。）、配偶者の父母、被保険者の祖父母、兄弟姉妹、孫 

② 被保険者が、その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行

い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。 

対象となる介護休業について 

 

 

同一の対象家族について２回の介護休業給付金を受ける例 

職場復帰 受給資格発生 

例示 

休業開始前２年間 介護休業期間 

賃金支払基礎日数 11日以上または、賃金の支払いの 

基礎となった時間数が 80時間以上ある月が 12か月 

60日間支給 

 

介護休業期間 

同一の対象家族についての 

２回目の介護休業 

33日間まで支給可能 


